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北海道先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要領 

 

                  平成 18 年６月 28 日 健康第 994 号健康推進課長通知 

最終一部改正 令和４年（2022 年）４月 11 日 地保第 103 号地域保健課長通知 

 

（趣 旨） 

第１ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施については、北海道先天性血液凝固

因子障害等治療研究事業実施要綱（保健福祉部長通知。以下「要綱」という。）に定

めるところによるほか、この要領によるものとする。 

 

（先天性血液凝固因子障害等対策協議会の設置） 

第２ この治療研究事業の適正かつ円滑な実施を図るため、知事は、医学の専門家等から  

構成される北海道先天性血液凝固因子障害等対策協議会（以下「協議会」という。）

を設け、必要に応じ、治療研究事業の実施に必要な意見を求めるものとする。 

 

（先天性血液凝固因子障害等医療受給者証等） 

第３ 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（以下「受給者証」という。）は、事業の

円滑な実施を図るため、当該事業の医療給付の対象となる対象患者に対し交付するも

のであり、種類及び有効期間は次のとおりとする。 

 １ 受給者証の種類 

   受給者証は、様式１（白）とする。 

 ２ 受給者証の有効期間 

   受給者証の有効期間は次のとおりとする。 

  ア 要綱第８に規定する受給者証交付の場合 

     申請書を受理した日（郵送等の場合は、消印等の日）から最初に到来する３月 31

日までとする。 

ただし、交付年月日が１月１日から３月 31 日のときの有効期間の終期は、交付す

る年の翌年の３月 31 日までとする。 

  イ 要綱第６に規定する有効期間の継続の場合  

     交付された受給者証の有効期間内に申請があった場合にあっては、申請を受理し

た年の４月１日から翌年の３月 31 日、有効期間終期の翌日以降に申請があった場合

にあっては、申請を受理した日（郵送等の場合は、消印等の日）から最初に到来す

る３月 31 日までとする。 

 ３ 公費負担者番号及び受給者番号の設定 

   公費負担者番号及び受給者番号の設定は次のとおりとする。 

 法別番号 都道府県番号 実施機関番号 検証番号 

公費負担者番号 ５１ ０１ ７０１ ０ 

受給者番号 
疾患番号 受給者の番号 検証番号 

 
７９９ ００１～９９９ ０～９ 
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（受給者証等の交付等の手続き） 

第４ 以下に規定する申請は受給者証の交付を受けている患者又は受給者証の交付を受け

ようとする患者（以下「対象患者」という。）が行うことを原則とし、道に（患者が、

札幌市に住民票を有する場合にあっては各区保健福祉部長、旭川市、函館市又は小樽

市に住民票を有するに場合あっては各保健所長（以下、「保健所長等」という。）を

経由して）行うものとする。 

なお、対象患者本人が申請できない場合にあっては、配偶者、親権者、親族、同居

者等による申請を認める。 

   また、道（札幌市及び旭川市、函館市、小樽市に住民票を有する者にあっては保健

所長等）は、申請を受け付けた申請書類に不備がないかを速やかに審査し、不備があ

る場合は速やかに申請者に補正を求め、補正を求めた日から２週間以内に補正されな

い場合は、当該申請書類を返却できるものとする。 

 １ 受給者証の交付申請について（新規申請） 

要綱第８に規定する受給者証交付の申請の取扱いは次のとおりとする。 

 （１）提出書類 

    申請に必要な提出書類は、次のとおりとする。 

   ア 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（患者認定）交付等申請書（様式３） 

   イ 患者個人調査票（様式４） 

(ｱ)申請書への添付は、記載日から３か月間有効とする。 

(ｲ)必 要 に 応 じ 、 医 師 の 意 見 書 （ 様 式 ５ ） を 添 付 す る こ と 。  

   ウ 対象患者の住民票 

      申請書への添付は、発行日から３か月間有効とする。 

   エ 対象患者の加入する被保険者証又は組合員証（以下「保険証」という。）の写

し。 

 （２）認定の審査 

    知事は、申請のあった書類について不備がないことを確認した場合は、協議会    

に意見を求め、認定基準（以下「認定基準」という。）により適正に審査するもの

とする。 

    なお、書類が整備された日から決定までの標準処理期間は３か月とする。 

 （３）審査結果の通知 

 知事は（２）により認定基準に適合すると判断した場合、対象患者に受給者証（様

式１）を交付し、当該事業の対象外と判断した場合については、理由を付して結果

を申請者等に通知するものとする。 

２ 受給者証有効期間の更新申請について（更新申請） 

要綱第６に規定する受給者証の有効期間を更新する場合の申請の取扱いは次のとお

りとする。 

なお、交付された受給者証について更新申請を行える期間は、有効期間の終期の前

３か月より有効期間の終期までとする。 

（１）提出書類 

    申請に必要な書類は次のとおりとする。 

   ア 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（患者認定）交付等申請書（様式３） 
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   イ 患者個人調査票（様式４） 

 (ｱ) 申請書への添付は、記載日から３か月間有効とする。 

(ｲ) 必 要 に 応 じ 、 医 師 の 意 見 書 （ 様 式 ５ ） を 添 付 す る こ と 。  

   ウ 対象患者の住民票又は住所が分かる保険証の写し等 

      なお、住民票を申請書への添付する場合は、発行日から３か月以内のものとす 

る。 

 

 （２）更新の審査 

     知事は、申請のあった書類について不備がないことを確認した場合は、必要に応

じ協議会に意見を求め、認定基準により適正に審査するものとする。 

    なお、書類が整備された日から決定までの標準処理期間は３か月とする。 

 （３）審査結果の通知 

     知事は（２）により認定基準に適合し受給者証有効期間の更新が適当と判断した

場合は、有効期間を更新した受給者証を交付するものとする。 

    なお、事業の対象外と判断した場合は、理由を付して結果を申請者等に通知し、

受給者証の有効期間の更新を行わないものする。 

 ３ 他都府県からの転入者への受給者証の交付について（転入） 

    他都府県において受給者証交付を受けている者が、道内に転入し、転入後も当該証

の交付を受けようとする場合は、転入後速やかに申請するものとする。 

 （１）提出書類   

    申請に必要な書類は次のとおりとする。 

   ア 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（患者認定）交付等申請書（様式３） 

   イ 転出前に交付されていた受給者証の写し 

   ウ 対象患者の住民票（外国人にあっては外国人登録済証明書） 

     申請書への添付は、発行日から３か月間有効とする。 

   エ 対象患者の加入する保険証の写し 

 （２）受給者証等の交付 

    知事は転入前の受給者証の交付機関に確認し、当該申請が適正であると判断した

場合には、速やかに受給者証の交付をするものとする。 

 なお、 この場 合における受給者証の有効期間は、転入日か ら転入前に交 付    

されていた受給者証の有効期間の終期までとする。 

４ 先天性血液凝固因子障害等患者認定書の交付申請について（認定申請） 

受給者証の交付を受けていない者が要綱第 12 に規定する先天性血液凝固因子障害

等患者認定書（以下「認定書」という。）の交付を受けようとする場合の手続きは次

のとおりとする。 

（１）提出書類 

申請に必要な書類は次のとおりとする。 

   ア 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（患者認定）交付等申請書（様式３） 

   イ 患者個人調査票（様式４） 

(ｱ)申請書への添付は、記載日から３か月間有効とする。 

(ｲ)必 要 に 応 じ 、 医 師 の 意 見 書 （ 様 式 ５ ） を 添 付 す る こ と 。  
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   ウ 対象患者の住民票（外国人にあっては外国人登録済証明書） 

      申請書への添付は、発行日から３か月間有効とする。 

   エ 生活保護等の受給の事実が分かる書類 

 

（２）認定の審査 

    取扱いは第４第１項に準ずる。 

 （３）審査結果の通知 

知事は（２）により認定基準に適合すると判断した場合、対象患者に認定書    

（様式２）を交付し、認定基準に適合しないと判断した場合については、理由を付

して結果を申請者に通知するものとする。 

（４）患者認定書の有効期間（受給者証への切換申請の可能な期間） 

     認定申請書を受理した日（郵送等の場合は、消印等の日）から最初に到来する３

月 31 日までとする。 

ただし、認定書の交付年月日が１月１日から３月 31 日のときの有効期間の終期は

交付する年の翌年の３月 31 日までとする。 

５ 受給者証（認定書）の切換申請について（切換申請） 

 要綱第 13 に規定する切換えは、受給者証の交付を受けている者が生活保護を   

受給した場合等他法医療費給付を受けることにより、先天性血液凝固因子障害等治療

研究事業の医療給付が必要なくなった場合又は患者認定書の交付を受けている者が生

活保護の対象外になった場合等再び先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の医療給

付が必要になった場合に行うものとする。 

 （１）認定書から受給者証への切換え 

   ア 申請に必要な書類は次のとおりとする。 

    (ｱ) 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（患者認定）交付等申請書（様式３） 

    (ｲ) 認定書 

(ｳ) 患者個人調査票（様式４） 

（１月１日から３月 31 日の間に当該申請を行う場合であって、更新申請を同時

に行う場合は添付すること） 

(a) 申請書への添付は、記載日から３か月間有効とする。 

(b) 必要に応じ、医師の意見書（様式５）を添付すること。 

イ 切換後に交付する受給者証の有効期間について 

(ｱ) 切換のみ認められる場合 

患者個人調査票の添付がない場合、又は添付された患者個人調査票の審査の

結果、認定基準（更新基準）に適合しないと判断された場合は、切換申請のみ

認めることとし、交付される受給者証の有効期間は、切換申請のあった日（郵

送等の場合は、消印等の日）から認定書の有効期間の終期までとする。 

(ｲ) 切換と同時に更新が認められる場合（切換・更新同時交付） 

１月１日から３月 31 日の期間に切換申請のあった場合で、添付された患者個

人調査票の審査の結果、認定基準（更新基準）に適合すると判断された場合は、

切換申請に加えて更新申請も認められたものとし、交付される受給者証の有効

期間は、切換交付する年の翌年の３月 31 日までとする。 
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 （２）受給者証から認定書への切換え 

ア 申請に必要な書類は次のとおりとする。 

    (ｱ) 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（患者認定）交付等申請書（様式３） 

    (ｲ) 受給者証 

    (ｳ) 生活保護等の受給の事実が分かる書類 

   イ 切換後に交付する認定書の有効期間について 

      生活保護等の受給開始日から受給者証の有効期間の終期までとする。 

 （３）切換交付 

知事は申請に不備がないと認められるときは、（１）の場合は受給者証（様式１）、

（２）の場合は認定書（様式２）を速やかに交付するものとする。 

 ６ 受給者証等の再発行申請について（再発行） 

 要綱第 11 第１項に規定する受給者証を破損、汚損又は紛失した場合等の再発行の手

続きは次のとおりとする。 

なお、認定書の再発行の手続きも同様に取扱う。 

 （１）提出書類 

    申請に必要な書類は次のとおりとする。 

   ア 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（患者認定書）再発行申請書（様式６） 

   イ 破損又は汚損の場合は当該受給者証又は認定書 

 （２）受給者証等の交付    

  知事は交付の状況を確認する等して再発行申請に不備がないと認められる場合

は、速やかに受給者証又は認定書の再発行をするものとする。 

 

（届出） 

第６ 以下に規定する届出は対象患者本人が行うことを原則とし、道に（札幌市及び旭川

市、函館市、小樽市に住民票を有する者にあっては保健所長等を経由して）行うもの

とする。 

なお、本人が申請できない場合にあっては、配偶者、親権者、親族、同居者等によ

る届出を認める。 

 １ 氏名、住所（道内）、保険区分の変更の届出について（変更届） 

対象患者は、受給者証に記載している氏名、住所、保険区分に変更があった場合は

その旨を速やかに変更届（様式７）により、氏名変更の場合は戸籍抄本のほか、住民

票やマイナンバーカード（写し）等の公的機関の発行書類（ただし変更の内容が記載

されているものに限る）、市町村を異動する住所変更の場合は住民票又はマイナンバ

ーカード（写し）を添付し届出なければならない。 

 ただし、受給者証有効期間の更新申請と同時に変更が生じる場合については、更新

申請書に必要事項を記載することで変更の届出を省略することができる。 

 ２ 受給者証又は認定書の返納の届出について（返納届） 

 医療受給者（又は認定患者）は次の場合に受給者証又は認定書を、返納届（様式８）

に添えて返納しなければならない。 

 なお、（１）に該当する場合は受給者証又は認定証の写しを医療受給者（又は認定

患者）に交付すること。 
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 （１）他の都府県へ住所を変更するとき。 

 （２）対象疾患の医療を必要としなくなったとき。 

 （３）その他、対象患者の要件に該当しなくなったとき。 

 

 

 

（治療研究の委託契約） 

第７ 要綱第 15 に規定する委託契約の取扱いは次のとおりとする。 

 １ 契約の締結 

 治療研究事業の委託を受けようとする医療機関等の開設者は、「先天性血液凝固因

子障害等治療研究業務委託契約申請書」（様式９）に契約書（様式 10）を添えて申請

することとし、知事は治療研究事業を運営する上で適当であると認めた場合は、当該

医療機関等と委託契約を締結するものとする。 

  なお、契約の始期については申請のあった月の初日とし、終期は最初に到来する３

月 31 日とする。ただし、申請が３月の場合の有効期間の終期は２度目に到来する３月

31 日までとする。 

また、期間満了の１か月前までに解約の意思表示がないときは、期間満了の翌日か

ら更に１年間契約を更新したものとみなし、以後も同様とする。 

２ 契約の内容の変更 

 治療研究事業の委託を受けた医療機関等（以下「委託医療機関」という。）は、保

険医療機関コードに変更がなく、契約書に記載した以下の項目に変更がある場合は、

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業委託契約変更届（様式 11）により届け出なけ

ればならない。 

 （１）法人の名称 

 （２）法人の代表者氏名 

 （３）委託医療機関の所在地の名称 

 （４）委託医療機関の名称 

 ３ 契約の解約について 

 委託医療機関は保険医療機関コードに変更がある場合及び当該契約の解約をしたい

場合は、先天性血液凝固因子障害等療研究事業委託契約解除届（様式 12）に解約の理

由を付し届出なければならない。 

 

（治療研究費の請求及び支払） 

第８ 要綱第９に規定する治療研究費の請求及び支払の取扱いは次のとおりとする。 

１ 公費負担の範囲 

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の公費負担の額は、次の各号に規定する額

の合計額とする。 

（１）健康保険又は老人保健の医療に要する費用の額の算定方法の例により算定した医

療に要する費用の額の合計額（入院時の食事療養及び生活療養に要する費用につい

ては、医療保険各法又は老人保健法に規定する入院時食事療養標準負担額及び入院

時生活療養標準負担額を含む。）から、医療保険各法又は老人保健法の規定による
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医療に関する給付に関し保険者又は市町村が負担すべき額を控除した額 

（２）「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年 2 月厚生省

告示第 19 号）」、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平

成 12 年 2 月厚生省告示第 21 号」又は「指定介護予防サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 127 号）」により算定した額の合計

額から介護保険法の規定による先天性血液凝固因子障害等に係る訪問看護、訪問リ

ハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、

介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導に関し保険者が負

担すべき額（介護保険法第 69 条第 3 項の規定の適用がある場合にあっては、当該規

定が適用される前の額）を控除した額 

２ 療養費（治療研究費）の申請及び支払 

（１）療養費申請のできる期間 

   受給者等が医療機関等に費用を支払った日の翌月から５年以内（受給者証の有効 

期間内であって受給者証が交付される以前に支払われた費用の請求については受給

者証が交付された日の翌月から５年以内）とする。 

   ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症患者においては無期限

とする。 

（２）療養費申請のできる範囲 

  (ｱ)受給者証の交付申請をしてから、交付を受けるまでの間に医療機関を受診し、   

治療研究費に該当する医療費をすでに医療機関等に支払っていたとき   

 (ｲ)病状の急変などやむを得ない事情により、受給者証を提示せずに受診し、治療研 

究費に該当する医療費をすでに医療機関等に支払っていたとき  

 (ｳ)その他知事が必要と認めた治療研究費に相当する費用。 

 

（３）申請方法 

   ア 申請者 

申請は対象患者本人が行うことを原則とする。ただし、対象患者が未成年者の

場合は親権者、対象患者が既に死亡している場合は対象患者の親族が申請を行う

ことができる。 

   イ 申請先 

     道（札幌市及び旭川市、函館市、小樽市に住民票を有する者にあっては保健所

長等）とする。 

   ウ 申請額 

先天性血液凝固因子障害等療養費申請書（様式 13）に領収書を添付し、又は医

療機関等が医療費の額について証明した申請書により申請するものとする。 

 （４）支給額の決定及び支出 

 知事は前号に係る申請があった場合、必要に応じ対象者の同意による関係医療機

関等への照会及び協議会への諮問を行い、申請内容が適当と判断した場合、要綱第

５第２項の規定により支払額を決定し支払うものとする。 

 なお、支給額の決定及び支出に関する具体的な取扱いは、特定疾患治療研究事業

に準じるものとする。 



8 
 

 

（附 則） 

１ 改正後の要領は、別紙様式の改正については平成 20 年４月１日から、その他の改正に

ついては平成 20 年 10 月１日から適用する。 

 

（附 則） 

 改正後の要領は、令和元年（2019 年）12 月 19 日から適用する。 

（附 則） 

 改正後の要領は、令和２年（2020 年）４月１日から適用する。 

（附 則） 

改正後の要領は令和３年（2021 年）４月１日から適用する。 

（附 則） 

改正後の要領は令和４年（2022 年）４月１日から適用する。 

 


